
別紙１ 

市民・議会・執行機関の役割・権利・責務 
 
 
 
 

行政サービスを 

平等に受ける 

権利，負担 

分任義務 

事務を 

誠実に管理し，

執行する義務 

公共的活動（まちづくり）に関

する情報を得る権利 
公共的活動（まちづくり）に関する

情報を得る権利（議会に関するもの） 

公
共
的
活
動
（
ま
ち
づ
く
り
）

に
参
加
す
る
権
利
・
責
務 

市
民
協
働
の
ま
ち
づ
く
り 

を
進
め
る
責
務 

公共的活動 
（まちづくり） 

市 民
市
民
に
対
す
る
情
報
提
供
・
説
明
責
任

議 会 
（代表者による 

意思決定機関） 

執行機関 

市
民
に
対
す
る
情
報
提
供
・
説
明
責
任

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 条例・予算等重要事項の議決，監視・調査 
 
 
 
 


